
本店移転/本店移転登記申請書

支店移転/支店移転登記申請書

旧登記所へ移転日から２週間以内に

本店所在地：旧登記所へ移転日から２週間以内に

支店所在地：旧登記所へ移転日から３週間以内に

都道府県税務署

事業開始等申告書

自動車税の申告

労働基準監督署

適用事業所所在地・名称変更（訂正）届

事業主関係事項変更届

資格喪失届

新規適用事業所現況届

資格取得届

雇用保険事業主事業所各種変更届

転移届

防火管理者選任届

電話架設申込

旧ビルの電話撤去依頼

取引店変更依頼兼住所変更届

適用事業報告

建設物、機械等設置移転変更届

名称・所在地等変更届

確定保険料申告書

保険関係成立届及び概算保険料申告書

旧社会保険事務所へ５日以内に

旧社会保険事務所へ５日以内に

旧社会保険事務所へ５日以内に

新社会保険事務所へ５日以内に

新社会保険事務所へ５日以内に

旧税務事務所へ事業開始等の日から１０日以内

新所轄事務所適用係へ変更のあった日から
１０日以内に

旧受け持ち郵便局へ移転判明後速やかに

新所轄消防署予防課へ遅延なく

既契約の電話の移設・新規申込・
１１６番へ移転日が確定したら速やかに

１１６番へ移転日が確定したら速やかに

新監督署へ１０日以内に

新監督署へ１０日以内に

旧監督署へ１０日以内に

旧監督署へ１０日以内に

新監督署へ１０日以内に

事業年度、納税地、その他の変更移動届出書

給与支払事業所等の開設・移転・廃止届

新・旧税務署へ移転後遅延なく

新・旧税務署へ移転日から１ヶ月以内に


